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Ⅰ 基本的な事項 

１ 伊豆市の概況 

⑴ 自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要 

 伊豆市は、静岡県東部伊豆半島の中央部に位置し、直線距離で東京から 100㎞、静岡

市から約 60㎞に位置する。南側は天城山系の山並みに囲まれ、西側は駿河湾に面してい

る。中央部には天城山から発する狩野川が流れ、北部はその沖積層により形成された田

方平野となり開けている。地域の 80％は山林であり、集落は河川の河口及びわずかな沖

積平野に分布している。 

 気候は温暖で、年平均 15.5℃、年間降水量 2,976.5㎜であり、山間部などの地域で降

水量の多いところもあるが、全体としては穏やかで住みやすい気候となっている。 

平成 16年４月に修善寺町・土肥町・天城湯ケ島町・中伊豆町が合併し、東西約 25㎞、

南北約 20 ㎞、面積は 363.97 ㎢と、静岡県の総面積 7779.46 ㎢の 4.7％と広い面積を有

するが、地域の８割以上を山林が占め、可住地面積は全体の 17.6％（土地利用では、森

林が 85.0％、農地が 4.1％、宅地が 3.0％、その他が 7.9％）であり、利用可能な土地は

少ない状況となっている。 

 

⑵ 過疎の状況 

 伊豆市の人口は、昭和 50 年の 40,561 人から年々減少しており、令和２年に 28,190

人と過去 45年間に 12,371人（30.5％）減少している。人口減少傾向は依然として続い

ており、現在では集落維持が難しい地区が発生してきている。また、特に若年層の流出

が著しく、高齢者人口の増加が続いている。 

 土肥地区において、昭和 45年から過疎地域対策緊急措置法、平成 2年から過疎地域活

性化特別措置法、平成 12年から過疎地域自立促進特別措置法の指定を受け交通通信体系

の整備を重点事業として実施してきた結果、生活道路については整備されつつある。 

 令和３年に市全域が過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の指定を受け、 

過疎地域の持続的発展による自立にむけて地域の実情に応じた施策を推進している。 

 

⑶ 社会経済的発展の方向の概要 

 伊豆市は、修善寺、土肥、天城湯ケ島など昔からの温泉街が形成されており、観光業

が主要産業となっている。宿泊業をはじめ飲食業・運輸業・小売業・製造業・建設業・

金融業など多種多様な業種が関連していることは、本市の産業振興にとって非常に重要

なポイントとなっている。伊豆市の観光交流客数は、平成２年の約 699万人をピークに

団体旅行から個人旅行への旅行形態の変化や経済状況等、様々な要因が重なったことに

加え、コロナ禍による外出自粛もあり、令和２年には 207万人まで減少している。 

観光業と並ぶ主要産業は農業で、ワサビ、シイタケが主要作物として生産されており、

品評会で最高賞を多数受賞し、市場での評価も高い。しかし、農業全般では、担い手の

高齢化や後継者不足等による耕作放棄地の増加やシカ、イノシシによる獣害により、衰

退傾向にある。 

また、林業については、豊富な森林資源がある一方、林業従事者の減少や高齢化、木

材価格の低迷により、適切な森林管理が追い付かない状況であるとともに、シカ、イノ

シシによる獣害も深刻な課題となっており、植栽木の食害や樹皮剥ぎといった被害が発

生し、林業経営に大きな影響を及ぼしている。 

水産業は海藻類が漁獲量の大半を占めており、産地である天草はトコロテンに加工さ
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れ市外に販売されている。いずれも経営者の高齢化や後継者不足が顕著化している。 

本市の発展の方向としては、恵まれた地域資源を活かし、観光業や農林水産業との連

携により産業の振興を図っていく。また、本市ならではのきめ細やかで切れ目ない子育

て支援の推進及び自然と調和した住環境整備等により、首都圏をはじめとした地方の暮

らしに関心のある子育て世帯の移住を促進していく。更に、地域の若者世代が関わりつ

ながる場の創出を契機に、賑わいのあるまちを形成することで、若者の流出を防ぐと共

に新たな移住者にも魅力としてアピールし、「暮らし続けたいまち伊豆市」を創りあげて

いく。 

 

２ 人口及び産業の推移と動向 

⑴  人口の推移と動向 

 本市の人口は年々減少し、昭和 50年から令和２年までの 45年間に 12,371人減少して

いる。なかでも平成 12年から令和２年の 20年間でその約８割に当たる 10,391人が減少

し、近年の減少傾向は加速している。年齢構成別にみると、年少（0～14 歳）人口の減

少率が高く、若年者比率は年々下がっている。 

 一方、高齢者（65 歳以上）人口は年々増加しており、令和２年の人口 28,190 人のう

ち、11,999人は 65歳以上の高齢者であり、高齢化率は 42.6％に達している。世帯数は

11,449 世帯で、一世帯当たりの世帯人員は 2.46 人であり、一人暮らしの高齢者の増加

や核家族化が進んでおり、集落機能の維持が難しい地区も発生している。 

 今後も若者の流出が続き、地域社会の活力の低下などの影響が懸念される。 
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表Ⅰ－１(１) 人口の推移（国勢調査）                        （伊豆市全体） 

 

区 分 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 
実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総  数 人 
40,561 

人 
39,915 

％ 
98.4 

人 
39,769 

 ％ 
98.1 

 人 
38,999 

 ％ 
96.2 

 人 
39,426 

 

 ％ 
97.2 

0歳～14歳  
   9,391 

 
8,559 

 
  91.1

4 

 
  7,673 

 
   81.7 

 
6,591 

 
  70.2 

 
 5,879 

 
   62.6 

15歳～64歳  
     26,716 

 
26,130 

 
 97.8 

 
 26,257 

 
   98.3 

 
25,594 

 
   95.8 

 
25,313 

 
   94.8 

 うち 
15歳～ 
 29歳(a) 

 
 

    8,432 

 
 

7,257 

 
 

86.1 

 
 

6,932 

 
 

82.2 

 
 

6,613 

 
 

78.4 

 
 

6,564 

 
 

77.9 
65歳以上 

(b) 
 

4,454 
 

 5,226 
 

 117.3 
 

  5,839 
 

  131.1 
 

6,802 
 

  152.7 
 

 8,178 
 

  183.6 
(a)/総数 

若年者比率 
％ 

20.8 
％ 

18.2 
－ ％ 

17.4 
－  ％ 

17.0 
－  ％ 

16.6 
－ 

(b)/総数 
高齢者比率 

％ 
11.0 

％ 
13.1 

－ ％ 
14.7 

－  ％ 
17.4 

－  ％ 
20.7 

－ 

 
 区  分 平成12年 平成17年 平成22年  平成27年 令和２年 

実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 
総  数 人 

38,581 
％ 

95.1 
人 

36,627 
％ 

90.3 
     人 
34,202 

     ％ 
84.3 

    人 
31,317 

     ％ 
77.2 

人 
28,190 

％ 
69.5 

 ０歳～14歳  
 5,275 

 
  56.2 

 
 4,513 

 
 48.1 

 
  3,617 

 
 38.5 

 
2,933 

 
   31.2 

 
2,328 

 
24.8 

15歳～64歳  
23,749 

 
  88.9 

 
21,860 

 
  81.8 

 
 19,765 

 
 74.0  

 
16,489 

 
   61.7 

 
13,861 

 
51.9 

 うち 
15歳～ 

          

   29歳(a) 5,686 67.4 4,624 54.8 3,952 46.9
  

3,240 38.4 2,711 32.2 
65歳以上 

(b) 
 

 9,512 
 

 213.6 
 

10,254 
 

 230.2 
 

 
 10,795 

 
  242.4 

 
11,752 

 
 263.9 

 
11,999 

 
269.4 

(a)/総数 
若年者比率 

％ 
14.7 

－ ％ 
12.6 

－      ％ 
11.6 

－    ％ 
10.3 

－ ％ 
9.6 

－ 

(b)/総数 
高齢者比率 

％ 
24.7 

－ ％ 
28.0 

－     ％ 
31.6 

－     ％ 
37.5 

－ ％ 
42.6 

－ 
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表Ⅰ－１(２) 人口の推移（住民基本台帳） 

 
区  分 平成12年3月31日 平成17年3月31日 平成21年3月31日 平成27年3月31日 

実数 構成比 実数 構成比 増減率 実数 構成比 増減率 実数 構成比 増減率 

総  数 人 
38,788 

－ 人 
37,519 

－ ％ 
96.7 

人 
36,074 

－ ％ 
93.0 

人 
32,678 

－ ％ 
84.2 

男  
18,719 

％ 
48.3 

 
18,027 

％ 
48.0 

 
96.3 

 
17,324 

％ 
48.0 

 
92.5 

 
15,599 

％ 
47.7 

 
83.3 

女  
20,069 

％ 
51.7 

 
19,492 

％ 
52.0 

 
97.1 

 
18,750 

％ 
52.0 

 
93.4 

 
17,079 

％ 
52.3 

 
85.1 

 
区  分 平成31年3月31日 令和７年3月31日 

実数 構成比 増減率 実数 構成比 増減率 

総  数 人 
30,036 

－ ％ 
77.4 

人 
27,404 

 

－ ％ 

70.7 
男  

14,412 
％ 

48.0 
 

77.0 
 

13,173 
 

％ 
48.1 

 

70.4 
女  

15,624 
％ 

52.0 
 

77.8 
 

14,231 
 

％ 
51.9 

 

70.1 
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⑵ 産業の推移と動向 

 本市の総人口に対する就業人口の割合は 49.0％（令和２年）で、産業別就業人口の比

率は第一次産業が 7.3％、第二次産業が 21.8％、第三次産業が 69.7％である。推移とし

ては、第一次産業、第二次産業から第三次産業への移行が続いている。第三次産業の中

では、全就業人口の 19.8％が飲食店、宿泊業もしくはサービス業に従事し、観光関連産

業に大きく依存しており、今後もこの傾向は続くものと予想される。 

 

 

表Ⅰ－１(３) 産業別人口の動向（国勢調査）                               （伊豆市全体） 

区  分 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総  数 人 

20,946 

   人 

21,073 

％ 

100.6 

人 

21,363 

％ 

102.0 

人 

21,382 

％ 

102.1 

人 

21,862 

％ 

104.4 

第一次産業 

就業人口比率 

％ 

11.3 

   ％ 

8.1 

－ ％ 

15.4 

－ ％ 

12.3 

－ ％ 

10.7 

－ 

第二次産業 

就業人口比率 

％ 

31.6 

   ％ 

33.9 

－ ％ 

28.8 

－ ％ 

27.2 

－ ％ 

25.5 

－ 

第三次産業 

就業人口比率 

％ 

57.1 

   ％ 

58.0 

－ ％ 

55.8 

－ ％ 

60.5 

－ ％ 

63.8 

－ 

 

 区  分 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年  

  実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率  

総  数 人 

20,186 

％ 

96.4 

人 

19,151 

％ 

91.4 

人 

17,079 

％ 

81.5 

人 

15,798 

 

％ 

75.4 

人 

13,809 

％ 

65.9 

第一次産業 

就業人口比率 

％ 

9.3 

－ ％ 

7.8 

－ ％ 

6.6 

－ ％ 

7.6 

－ ％ 

7.3 

－ 

第二次産業 

就業人口比率 

％ 

25.5 

－ ％ 

25.1 

－ ％ 

23.0 

－ ％ 

22.4 

－ ％ 

21.8 

－ 

第三次産業 

就業人口比率 

％ 

65.3 

－ ％ 

66.4 

－ ％ 

69.4 

－ ％ 

68.3 

－ ％ 

69.7 

－ 
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３ 伊豆市の行財政の状況 

⑴ 行財政の状況と動向 

 本市の財政規模は、令和２年度決算ベースで 218億円、財政力指数は 0.486と低く、

依存財源の比率が高い状況である。 

 また、普通会計の地方債残高は、令和２年度末で 185億円である。 

 合併後の伊豆市においては、今後も財政運営の原則である収支の均衡を図りながら、

歳出においては経常経費の抑制に努め、投資的経費は生活関連社会資本の整備等を推進

し、公共福祉の増進及び活力ある地域づくりを図る。 

 歳入は、税収入の確保や受益者負担の適正化等、財源の確保に努めるとともに、活力

ある地域づくり等を進めるための地方債は長期的な視野に立ち、計画的な借り入れに努

め、後年度負担が財政硬直化をきたさぬよう財政運営を行う。 

 

 

表Ⅰ－２(１) 市町村財政の状況                           （伊豆市） 

（単位：千円） 

区   分 平成27年度 令和２年度  
歳 入 総 額 Ａ 
 一 般 財 源 
 国 庫 支 出 金 
 都道府県支出金 
 地  方  債 
  うち過疎対策事業債 
 そ  の  他 
歳 出 総 額 Ｂ 
 義 務 的 経 費 
 投 資 的 経 費 
  うち普通建設事業 
 そ  の  他 
 過疎対策事業費 
歳入歳出差引額 Ｃ（Ａ－Ｂ） 
翌年度へ繰越すべき財源 Ｄ 
 実質収支 Ｃ－Ｄ 

17,538,064 
11,031,899 
1,663,332 
1,068,407 
973,010 

0 
2,801,426 

16,128,522 
6,195,017 
2,480,424 
2,364,668 
7,453,081 
164,100 

1,409,542 
261,427 

1,148,115 

23,402,538 
10,537,032 
5,683,178 
1,030,310 
2,080,806 

     4,300 
4,071,212 
21,812,319 
6,521,218 
3,394,421 
2,688,377 
9,208,308 
124,982 

1,590,219 
      261,791 

1,328,428 
財 政 力 指 数 
公 債 費 負 担 比 率 
経 常 収 支 比 率 
将 来 負 担 比 率 
地 方 債 現 在 高 

0.537 
3.7 
84.0 
3.8 

14,762,360 

0.486 
3.9 
89.9 
40.6 

18,554,748 
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⑵ 施設整備水準の現況と動向 

 福祉施設、文化施設等の整備が遅れている地区もある。中伊豆温泉病院の整備により、

医療体制の充実が期待されている。 

また、老朽化が進んでいる学校教育施設の整備充実や老朽化の著しい水道施設の整備

を早急に図る必要がある。 

 

 

表Ⅰ－２(２) 主要公共施設等の整備状況               （伊豆市全体） 

区   分   昭和45 

  年度末 

  昭和55 

  年度末 

  平成2 

  年度末 

  平成12 

  年度末 

  平成20 

 年度末 

 

市 町 村 道 

  改 良 率 （％） 

  舗 装 率 （％） 

耕地１ha当たり農道延長（ｍ） 

林野１ha当たり林道延長（ｍ） 

水 道 普 及 率 （％） 

水 洗 化 率 （％） 

人口千人当たり病院、 

診療所の病床数   （床） 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

26.3 

 

       40.7 

       39.0 

－ 

－ 

－ 

       89.1 

 

       28.2 

 

44.4 

       53.6 

       22.3 

        4.5 

－ 

       96.5 

 

       26.8 

 

       40.7 

       68.1 

       22.4 

        4.6 

       98.7 

       99.3 

 

       22.4 

 

区   分   平成25 

  年度末 

  令和２ 

  年度末 

 

41.3 

68.6 

－ 

－ 

99.0 

96.2 

 

19 

市 町 村 道 

  改 良 率 （％） 

  舗 装 率 （％） 

耕地１ha当たり農道延長（ｍ） 

林野１ha当たり林道延長（ｍ） 

水 道 普 及 率 （％） 

水 洗 化 率 （％） 

人口千人当たり病院、 

診療所の病床数   （床） 

 

41.3 

68.6 

－ 

－ 

99.0 

96.2 

 

19 

 

41.5 

68.7 

24.3 

4.5 

99.0 

95.9 

 

－ 
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４ 地域の持続的発展の基本方針 

 伊豆市のまちづくりの基本方針は５項目であり、地域の特色を生かし、この基本方針

に基づき施策を展開する。 

 

 伊豆市のまちづくりの５つの基本方針 

 

⑴ 次代を担う人材を心豊かに育むまち（子育て・教育） 

・結婚・出産・子育ての各段階におけるきめ細やかな支援により、安心して子どもを 

産み育て、子育ての喜びを感じながら、親と子が共に成長することができる子育て

支援を目指します。 

・地域の豊かな自然や文化と人々の温かさを活かし、特色ある学校運営を行うことで、 

 子どもたちが生きいきと充実した学校生活を主体的に送るとともに、夢や希望を持 

って成長できる次代を担う持続可能な教育環境を目指します。また、家庭教育や放 

課後の居場所を充実させ、全ての子どもが安心して、心身ともに健やかに成長でき 

る環境を目指します。 

 ・歴史・文化資源の活用による生涯学習や多文化理解、世代を超えた交流の推進によ 

り、市民の郷土愛と誇りを醸成し、誰もが自分らしく、地域にいつまでも住み続け 

たいと感じるような、地域を愛し楽しむ生活を実現します。 

 

⑵ 安全・安心で心地よく暮らせるまち（安全・安心） 

・福祉・医療の充実により、誰もが住み慣れた地域で安心して快適に生活できるまち 

づくりを目指します。 

・平常時と非常時の垣根を減らすフェーズフリーなまちづくりを推進し、誰一人取り 

残さない防災力が高く、安全なまちを目指します。 

・福祉・防災・環境における自助（自分自身でできること）、共助・互助（地域との 

支え合い）、公助（公的支援）のバランスが取れた生活環境を創出することで、誰

もが安全・安心に暮らし、生活の質（QOL）を高められるまちづくりを目指します。 

   

⑶ 人が集い活力あふれるまち（地域経済） 

 ・歴史・文化・景観を活かし、国際的な観光文化環境都市としての魅力を高めること 

で、多くの訪問者を引き寄せ、地域の活性化を図ります。また、事業者支援や企業

誘致を通じて働きやすい環境の整備、農林業の担い手の確保による次世代への技

術・伝統継承により地域経済の基盤を強固なものにするとともに、特産品の生産振

興も促進し、地域の魅力を向上させ、選ばれるまちを目指します。 

 

⑷ 人と自然が調和した魅力あふれるまち（生活環境） 

 ・「ネットワーク型コンパクトタウン」によるまちづくりを推進し、拠点集約型の都市

構造への転換を進めながらも、各地区の地域特性を活かした拠点づくりと各種生活

サービス・交通サービスを充足し、市民が生きいきと暮らせる豊かな生活環境を目

指します。また、市民や企業などが環境問題に対する正しい知識を身につけ、カー

ボンニュートラルの取組や地球環境の保全に主体的に取り組むことを目指します。 

 

⑸ 将来にわたって持続可能なまち（行財政運営） 
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 ・本格的な人口減少社会の到来や社会情勢の変化により、市内総生産や税収が大きく 

落ち込む可能性がある中でも将来にわたって持続可能な行財政運営を推し進める 

ためには、長期的な視野に立った準備を周到に進めていく必要があります。 

・施策の展開と行政改革の整合を図り着実な行政運営の推進を図るため、公共施設な 

どの行政の経営資源を無駄なく最適配分しながら、民間活力の活用など引き続き事

業の「選択と集中」を行う仕組みづくりや ICT活用による効率化、コスト削減手法

の導入などにより持続可能な行財政運営を確立することを目指します。 

 

５ 地域の持続的発展のための基本目標 

  基本方針に基づき、計画期間内に達成すべき基本目標は、以下のとおりとする。 

    

   【伊豆市における人口】 

2030年（令和 12年）に 約 24,000人 を目標とする 

（伊豆市まち・ひと・しごと創生第３期人口ビジョンによる、令和 12 年の設定人口） 

※社人研による 2030 年（令和 12 年）の推計人口は 23,035 人であるが、総合計画に基づく施策に取組み人口減少抑制を目指した人口目標 

     

６ 計画の達成状況の評価に関する事項  

  毎年 1回、計画の達成状況について各部局長で構成する「市長戦略会議」において 

報告・協議し、今後の計画実施に反映する。       

  また、計画の取組状況や目標に対する実績等について、各年度末にホームページ等 

で公表する。 

 

７ 計画期間  

計画期間は、令和８年度から令和 12年度までの５箇年間とする。 

 

８ 公共施設等総合管理計画との整合 

伊豆市の公共施設については、「伊豆市公共施設等総合管理計画」に基づき、公共

施設等を取り巻く状況や課題を踏まえ、持続可能な公共サービスの実現に向けて、以

下の基本方針に基づき施策を展開する。 

   

  公共施設等マネジメントの基本方針 

 

(1) 基本方針１：施設の規模や配置の適正化 

  将来のまちづくりを見据え、地域特性、住民ニーズ、財政事情、自然災害リスクな

どを勘案し、施設の規模や配置の適正化を推進する。 

 

(2) 基本方針２：コストの縮減と財源確保 

  民間活力の導入、省エネルギー対策、未利用財産の処分、受益者負担の適正化など

の様々な取組により、施設の維持管理や運営にかかるコストの縮減と財源の確保を推

進する。 

 

(3) 基本方針３：計画的な施設の保全 
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予防保全型の計画的な維持管理により、施設の安全性や性能を確保するとともに、

更新や改修にかかる費用を抑制・平準化し、財政負担の軽減を目指す。 
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Ⅱ 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 

１ 現況と問題点 

 伊豆市の人口規模は、昭和 50 年の 40,561 人（現在の市域）から年々減少してお

り、令和２年には 28,190人と、約 30％の人口が減少した。平成 28年度から若者世

帯にむけた一体的な移住定住促進事業の推進により、一時的に転入・転出における

人口減少数が抑制されたが、総数としては依然減少している。 

地域においては、概ね小学校区単位で地域住民が自ら課題を解決するため組織し

ている地域づくり協議会が、市の財政支援を受けながら活動している。現在 11団体

が組織され、今後の拡充を進めるとともに、相互連携による取組の充実が期待され

る。 

人材育成については、高校生の郷土愛醸成へと目的を変更した「未来塾」を開催

している。 

  また、伊豆コネクト事業の発展形として、Izu you Connect（移住コネクト）事

業を行っており、先輩移住者チームが移住希望者にリアルな「いずぐらし」の情報

提供を行い、まちづくりのプラットフォームとなっている。 

今後は、プラットフォームを活用した「まちづくり」「ひとづくり」のさらなる 

推進が課題となっている。 

 

２ その対策 

移住・定住については、平成 28年度から実施している「若者夫婦及び子育て世帯

をメインターゲットとした住宅等の補助・相談窓口体制の充実・お試し住宅の活用

推進・切れ目ない子育て支援整備等の一体的な移住定住促進事業」を更に推進して

いく。 

また、小学校周辺の空き家活用や「地方の暮らし」が楽しめる住環境を創出・提

案していくことで、選ばれるまちづくりを推進する。 

人材育成においては、地域で活動する人材が更に活躍できる支援体制の構築やそ

れらの人を繋ぐ「Izu you Connecter（移住コネクター）」との連携等により、まち

づくりの多様な担い手を育成することで、伊豆市に関わる人々が地域への愛着や誇

りを高めるとともに、地域の持続的発展を進める。 
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３ 計 画 

事業計画（令和８～12年度） 

 

４ 公共施設等総合管理計画との整合 

 ・関連施設（住民文化系施設：集会場等） 

      （公園、公営住宅、その他） 

過疎地域持続的発展計画に掲載の各事業を実施するにあたっては、公共施設等総

合管理計画との整合性を図り、適切に実施する。 

 

 

Ⅲ 産業の振興 

１ 観光 

【現況と問題点】 

本市は、温暖な気候や豊富な温泉、遠浅な海水浴場をはじめとする美しい海岸線、

天城山系を源流とした狩野川、駿河湾越しに富士山を望む良好な景観など自然資源

や地域資源を中心に古くから観光産業を基幹産業として発展してきた。こうした中、

観光ニーズの多様化や団体から個人への旅行形態のシフト、観光地間競争の激化等

により、観光交流客数は減少傾向であったが、観光事業の高付加価値化を図ったこ

とやインバウンド需要等により、近年は増加傾向に転じており、コロナ禍以前に近

い数まで回復している。 

また、海水浴やマリンスポーツなど夏季を中心とした一季性もあり、観光業は不

安定さを否めない状況のため、大型宿泊施設の撤退や観光施設の転出のほか、新規

投資も停滞している。 

しかし、本市は、海、山、花、食、歴史、文化など、多くの地域資源に恵まれ、

様々な可能性を秘めていることから、こうした地域資源を磨き上げ、観光商品とし

て活用・発信するとともに、点在する観光資源の整備や利便性の向上、ネットワー

ク化等により、魅力と個性ある観光地づくりに一層努めていく必要がある。 

観光業は市の基幹産業として、重要性が高まっているなか、観光事業に携わる人

材不足が深刻化していることに加え、市の税収減少や物価高騰による維持管理費用

が増大していることなどから、持続可能な体制の構築とともに観光振興事業を継続

するための安定的な財源の確保が課題となっている。 

 

【その対策】 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備 考 

１  移住・定

住・地域間交流

の促進、人材育

成 

(1)移住定住促進 空き家活用促進事

業 
伊豆市  

(2)地域間交流 地域間交流促進事

業 
伊豆市  

(3)人材育成 
人材育成促進事業 伊豆市  

(4)過疎地域持続

的発展特別事業 

いずぐらし促進事

業 
伊豆市  
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本市には、虹の郷や浄蓮の滝、土肥金山等の観光施設が点在しており、これらの 

観光施設の整備や利便性の向上等による観光誘客を促進するとともに、市内の観光 

資源のネットワーク化や相互連携を推進し、周遊・滞在型観光地の形成をめざす。 

また、観光の在り方が変化する中で、新たな観光ニーズに合わせた訴求力の高い 

観光資源（自然や癒やしなど）と相乗効果を図りながら、安全安心への取組も進め 

「選ばれる観光地」化を推進する。そのために、情報発信機能の強化等による拠点 

化を進め、併せて地域ならではの資源や素材を活かした体験プログラムの充実など 

着地型観光を推進する。 

その他にも、集客力向上や来遊客の利便性・快適性を高めるため、観光施設やそ

の周辺の環境美化、まちなみの修景整備、誘導案内看板・公衆トイレ・駐車場・災

害時の活用等の環境整備、ホスピタリティの向上など受入体制の強化を図るほか、

歩行空間の確保や散策路、遊歩道の整備、シェアサイクル等の活用など回遊性の向

上に取り組むとともに、特色あるイベントの開催や観光ＰＲに努める。 

また、東京 2020 大会開催を契機に、自転車競技会場の聖地化・サイクリストの

快適な旅をサポートする環境整備・自転車拠点の整備による関係人口の創出や地域

住民との関わりの深化等、世界規模の大会開催からレガシー創出事業を進めること

で、誘客のターゲットの拡充を進める。 

将来の人口減少による影響を見据え、観光事業の受益に応じた負担を求める、法

定外目的税などの制度の導入を検討するとともに、観光振興に還元することで、市

民や事業者の理解を得ながら、持続可能な観光業の発展を目指す。 

 

２ 農林水産業の振興 

⑴ 農 業 

【現況と問題点】 

本市では、わさび、しいたけ等品評会で最高賞を多数受賞するなど、市場での評

価も高く、専業農家の比率も比較的高くなっている。 

しかし、農業全般では農家数が減少しており、農林業センサスによると平成 22年

から令和２年の 10年間で農家総数 504戸が減少し、特に小規模の水稲・わさび栽培

を中心とした兼業農家の減少が顕著である。 

また、本市は典型的な中山間地域であることから、農地の大規模化・機械化が難

しい上、シカ・イノシシの獣害が著しく、対策による労力・費用負担増大と耕作者

の高齢化が重なり、離農が進む大きな原因となっている。 

   さらに、農業用ため池においては、持続可能な農業をするために計画的な維持管 

理が必要となる。 

 

【その対策】 

わさびについては、世界農業遺産に認定された「静岡水わさびの伝統栽培」の知

名度や認知度を活かした販売を計画し、伊豆市わさびのブランド力向上を目指すと

ともに、この貴重な農業遺産環境を保全していくことにより持続可能な農村環境や

生産体制等の構築を推進する。 

しいたけについては、農家数や出荷量が減少傾向にあることから、先輩農家によ

る効果的な研修や技術の伝承等により、新たな担い手の発掘・育成をしていくこと

で産地を維持していく。 
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農地の荒廃が進んでいることから、荒廃農地に対応したプラットフォームの構築

による対策事業の推進、移住希望者等への農地付き空き家の提供や体験農園の活用

など、地方の暮らしを満喫できる提案を行い、産業振興につながる農地の有効利用

を図っていくとともに、わさび栽培、しいたけ栽培に次ぐ新たな農産物の検討、農

業生産体系を確立し、荒廃農地対策を推進する。 

また、更なる有害鳥獣対策を進めながら、食肉加工センターでの運営が評価され

た農林水産省の制度に基づく「国産ジビエ認証施設」認証のブランド力を活かした

取組を推進する。 

ため池について、日向地区の「日向池」は県施工により令和３年度に耐震補強工

事が完成した。今後も改修工事や再構築を検討する。 

 

⑵ 林 業 

【現況と問題点】 

本市の林業については、豊富な森林資源がある一方、林業従事者の減少や高齢化、

木材価格の低迷により、適切な森林管理が追い付かない状況である。 

更に、シカを中心とする幼木の食害や、樹皮剥ぎなどの被害により衰退が加速し

ているが、シカ・イノシシの被害増加の原因は、間伐が行われないことにより下草

が減少し餌が減少したためであるとの指摘もある。 

また、貯木施設を整備し、森林の適正な整備と活用を推進しているが、労働力の

高齢化・後継者不足等、林業を取り巻く環境の悪化による森林の荒廃は、本市にと

って大きな問題である。 

  

【その対策】 

作業効率を向上するため、施業の集約化を行い小規模ではなく、一定規模以上の

森林整備を進めるとともに有害鳥獣対策を推進し、森林の有する多面的機能の維

持・向上を図る。 

更に、担い手不足解消の一環として、地域おこし協力隊等の雇用により移住者の

若いマンパワーの活用と、新たな林業ビジネスの提案・具現化への支援を図ってい

く。 

 

⑶ 水産業 

【現況と問題点】 

本市の水産業は、伊豆漁業協同組合の資料によると、令和６年度の水揚げ量が 12.8

トンであり、うち 11.2トンが海藻類と大半を占めている。八木沢地区の海岸は天草

の産地であり、トコロテンなどに加工され市外に販売されている。 

現在、八木沢漁港、小下田漁港の 2 つの漁港があり、生産基盤整備として漁港整

備を計画的に行ってきた。しかしながら、漁業を取り巻く環境は厳しく、生産量は

安定しているとはいえない。漁業就業者の高齢化が進んでおり、後継者も不足して

いる現状である。 

 

【その対策】 

地域の特性を活かした観光漁業への取組を進める。また、つくり育てる漁業とし

て、魚礁の設置やアユ、マダイの稚魚等の放流事業を推進する。 
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さらに、海産物であり地域資源でもある天草について、地域が一体となって利活

用を図る。 

 

３ 地場産業の振興 

【現況と問題点】 

農林水産物等販売業については、わさび生産者による、わさび漬けの加工販売等

が代表的であり、道の駅や、農協の直売所等における農林水産物の販売も継続して

行われている。 

また、近年では、６次産業化・地産地消法による総合化事業を活用したアマゴの

加工販売やイズシカ・イノシシ肉及び加工品の販売、梅を活用した加工品の製造・

販売・地元農産物を加工したワインやビールの製造・販売等といった取組も継続し

て行っている。 

土肥地区では、白びわの栽培は過去には盛んであったが、台風被害と高齢化によ

る栽培農家の激減に加え、収穫時期が短く果実が柔らかく傷みやすいことから流通

が難しく、現在は栽培が衰退してしまっている。 

 

【その対策】 

「静岡水わさびの伝統栽培」として世界農業遺産に認定されている本市のわさび

や品評会で高い評価を受けているしいたけ等の特産品と、豊富な自然環境を持つ本

市の魅力を広くプロモーションすることで、販路拡大や担い手の発掘等に繋げてい

く。 

また、健康食品としての利用価値も期待される天草と、生産量が少ないことから

「幻の白びわ」と呼ばれている白びわは、地元に根付いた特産品として他の地域と

の差別化を目論む。今後は、本地区の観光協会・商工会・ＪＡ等各種団体との連携

により地域振興の素材として新たな活用を図る。 

 

４ 企業の誘致対策 

【現況と問題点】 

 高速道路や高規格道路等の物流幹線網、市場等から離れていることから物流コス

トが高く、企業が立地可能な平坦地や広大地などの利用しやすい土地が少ないこと

から、企業誘致を進めるためには厳しい立地環境にある。企業の海外移転や国内の

企業誘致競争が激化している状況も重なり、大規模な事業所や工場を誘致すること

が困難となっている。 

また、人口減少や少子高齢化により地域内の労働力も減少傾向にあり、雇用確保

など企業ニーズを満たすことが難しくなってきていることから、企業誘致と並行し

て既存企業の留置に努めていく必要がある。 

 

【その対策】 

既存企業の留置に向けた支援策等の実施に併せ、企業立地に適した用地の情報収

集を行い、地方への移転を検討している企業・事業所等への情報提供を進めるとと

もに、地域の魅力発信や税の優遇等の支援制度について情報発信を行う。 

また、コロナ禍の影響等により社会構造が大きく変化する中で、地域の素材や人

材を生かした着地型観光との連携による雇用の創出や税の優遇制度等を活用した設
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備投資等を推進し、域内の産業振興を図る。 

 

５ 起業の促進 

【現況と問題点】 

観光交流客数の減少、インターネット販売や消費流出等による市内消費の減少、

少子高齢化の進展による後継者不足等の影響から、市内の中小事業所を取り巻く環

境は大変厳しく事業所数は減少傾向にあるが、新規創業者支援制度の活用が図られ

た。 

市内産業の再生を図るためには、新たな視点による創業の促進が求められている。 

 

【その対策】 

市内産業の再生を図るため、豊富な地域資源を活かした着地型観光の推進などに

より新事業・新産業の創出を進め、空き店舗・空き家等の活用や創業支援策の実施

により多様な起業を促進する。 

また、関係団体と連携し、各種支援策の情報発信やセミナー等の開催により、創

業意欲の向上や若者の雇用創出につながる起業家育成を図るとともに、伊豆市内外

で伊豆市に関心のある人・地域で活動したい人等を繋ぐプラットフォームを活用し、

移住者と地域住民が関わることで、伊豆市で起業しやすい土壌づくりと地域活性化

を目指す。 

 

６ 商業の振興 

【現況と問題点】 

人口減少や少子高齢化の進展、生活圏の広域化による消費の流出、インターネッ 

ト購入の普及等により地元での購買機会が低下していることなどから事業所の経営

が年々厳しい状況となっており、事業所数、従業員数、販売額とも減少傾向にある。

後継者不足や廃業による空き店舗も増加傾向にあり、地域全体の魅力向上による商

業振興が必要である。 

 

【その対策】 

豊富な地域資源を活かした着地型観光の推進などにより新事業・新産業の創出を

進め、空き店舗・空き家等の活用や創業支援策の実施により魅力・個性ある店舗の

出店や回遊性の高いまちづくりを推進し、観光客も含めたまちの賑わいを創出する。  

また、商工会等の関係団体と連携し、経営の近代化や高度化、情報化に対応した

中小企業対策の充実を図るとともに、地域資源を生かした付加価値の高い新製品の

開発やブランド化、販路開拓など、事業者の主体的な取り組みを支援、促進する。 

 

７ 温 泉 

【現況と問題点】 

本市は、４つの旧町全てに温泉地を有する。 

伊豆最古と言われる修善寺温泉を始め、天城湯ヶ島温泉、中伊豆温泉、土肥温泉

と豊かな自然と良質な泉質により、文人墨客や多くの湯治客を魅了し、これらの温

泉地を舞台に数々の小説や詩が生み出されてきた。 

現在もその特色のあるその地区ならではの温泉の魅力があり、多くの温泉客が訪
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れている。 

そして、温泉の源である源泉管理は現状は大きな問題がない状況だが、過去枯渇

の危機に瀕した温泉地もあり、貴重な温泉資源を次世代に残すとともに効率的な管

理の仕組みを整える必要がある。 

 

【その対策】 

温泉の確保に十分配慮し、合理的な安定供給を図る。 
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８ 計 画 

事業計画（令和８～12年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備 考 

２ 産業の振興 (1)基 盤 整 備 

  農 業 

  林 業 

  水産業 

市民農園管理事業 伊豆市 
 

遊休農地対策事業 伊豆市 
 

林業推進事業 伊豆市 
 

ため池整備事業 伊豆市 
 

(2)漁港施設 
漁港維持管理事業 伊豆市 

 

(4)地場産業の振興 
特産品開発事業 伊豆市 

 

漁礁設置事業 静岡県 
 

地場産業振興施設整備事業 伊豆市 
 

(6)起業の促進 
起業促進支援事業 伊豆市 

 

(9)観光又はレクリ

エーション 
海水浴場・海岸修景事業 伊豆市 

 

沿道修景整備事業 伊豆市 
 

放流促進事業 伊豆市 
 

観光施設整備事業 伊豆市 
 

(10)その他 
有害鳥獣被害防止対策事業 伊豆市 

 

人材育成促進事業 伊豆市 
 

 

 

９ 公共施設等総合管理計画との整合 

 ・関連施設（スポーツ・レクリエーション系施設、産業系施設、公衆トイレ、その他） 

過疎地域持続的発展計画に掲載の各事業を実施するにあたっては、公共施設等総

合管理計画との整合性を図り、適切に実施する。 

 

10 産業振興促進事項 

  伊豆市は、（一社）伊豆市産業振興協議会を中心に、主要産業である観光業をはじめ
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とした「稼ぐ力」を強化し、観光振興との相乗効果や市内経済の活性化を図るため、

分野を横断した総合的な視点で取り組む。 

  

(ⅰ) 産業振興促進区域及び振興すべき業種 

産業振興促進区域 業種 計画期間 備考 

伊豆市全域 製造業、旅館業、農

林水産物等販売業、

情報サービス業等 

令和８年４月１日～ 

令和 13年３月 31日 

 

 

 (ⅱ) 当該業種の振興を促進するために行う事業の内容 

     上記「Ⅲ産業の振興」及び「Ⅳ地域における情報化」内の「その対策」及び

「計画」のとおり 

 

 

Ⅳ 地域における情報化 

１ 現況と問題点 

社会基盤として重要な超高速ブロードバンドの整備は、令和元年度までに市全域

において完了している。 

今後は、行政情報・サービスの地域間格差の是正や多様化する社会に対応するた

めの環境整備や、未来を担う子どもたちを育むための情報化推進・行政サービスに

おけるデジタル技術の活用等、DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進が

求められている。 

 

２ その対策 

教育環境整備については、市内小・中・義務教育学校に導入した１人１台のタブレ 

ット端末の活用により、多様な子ども達の能力・資質を育成できる教育 ICT環境を実 

現していく。 

  また、行政情報・サービスについて、ICT・DX化、難視聴地域の解消等を進めるこ 

とにより、速やかな情報・サービスの提供及び事務の効率化推進に向けて検討してい 

く。 

 

３ 計 画 

事業計画（令和８～12年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備 考 

３ 地域におけ 

る情報化 

電気通信施設等情

報化のための施設 
自治体 DX関連事業 伊豆市  

革新的技術活用事業 伊豆市  

コミュニティ FM等 

難聴地域解消事業 
伊豆市  
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Ⅴ 交通施設の整備、交通手段の確保 

１ 国道及び県道 

【現況と問題点】 

本市の主要な道路としては、伊豆縦貫自動車道天城北道路、修善寺道路、国道 136

号、国道 414 号、主要地方道伊東修善寺線、一般県道修善寺天城湯ケ島線などがあ

る。特に南北方向の骨格的な道路である伊豆縦貫自動車道天城北道路が開通したこ

とで、既存の修善寺道路とあわせて、修善寺地域及び天城湯ケ島地域における国道

136 号の渋滞緩和に寄与している。また、天城北道路月ケ瀬インターチェンジの供

用開始と合わせて国道 136 号下船原バイパスが開通し、土肥及び西伊豆方面へのア

クセスが向上した。伊豆市矢熊から河津町梨本に至る伊豆縦貫自動車道天城峠道路

のうち月ケ瀬～茅野区間が事業化され、早期の開通が期待されている。 

道路の整備が進んでいるものの、観光シーズンや週末には車両による観光交流客

の増加により交通渋滞が生じている。また、国道 136 号横瀬交差点付近及び主要地

方道伊東修善寺線の修善寺駅周辺においては、慢性的に交通渋滞が生じている。伊

豆縦貫自動車道天城北道路の月ケ瀬インターチェンジでは観光シーズンに交通渋滞

が発生している。 

 

【その対策】 

伊豆縦貫自動車道天城北道路、修善寺道路、国道 136 号、国道 414 号、主要地方

道伊東修善寺線は本市における道路交通にとって大動脈的な役割を果たしている。

したがって、これらの道路の整備状況は、そのまま本地区の産業経済の振興及び道

路交通環境に多大な影響を与えることになる。そこで、次の主要道路について整備

が早急に実施されるよう国、県に対して要望していく。 

・伊豆縦貫自動車道天城峠道路の整備 

・国道 136号の改良整備  

・国道 414号の改良整備 

・主要地方道伊東修善寺線の改良整備 

・一般県道修善寺天城湯ケ島線の改良整備 

 

２ 市道 

【現況と問題点】 

本市の市道は、総延長 960,157ｍであり、新設・改良事業等順次進めているが、

幅員が狭い生活道路の整備及び舗装・橋梁等道路施設の老朽化に対する補修が必要

となっている。 

また、災害時において主要道路から防災拠点や避難所等への市道整備、拡幅が必

要である。 

その他にも伊豆縦貫自動車道天城峠道路のインターチェンジ整備にあわせ、関連

する市道の改良が必要である。主要地方道伊東修善寺線の改良にともない、主に修

善寺駅周辺における交差点周辺の市道においても、改良により車両及び歩行者の安

全を図る必要がある。 

 

【その対策】 

本市は山林が急峻であり、道路も災害を受けやすい自然条件下におかれている。
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交通の安全を確保し災害から交通を守るためには、危険箇所の緊急度により計画的

に整備を推進していくとともに、計画的な補修により長寿命化を推進する。 

  また、市民の生活圏内での日常的な利用に供される市道と農道、林道などの産業

用道路との有機的連携を保ち、体系的に整備し有効利用を促進していく。 

 さらに、国の支援事業である狭あい道路整備等促進事業を活用し、狭あい道路拡

幅整備を推進する。 

 

３ 農道、林道の整備 

⑴ 農道 

【現況と問題点】 

本市の農道は、総延長 40,237ｍであり、生活道路としても利用されている。山間

耕地に開設していることなどから、開設後の橋梁等の老朽化や維持管理に問題を残

している。 

 

【その対策】 

耕地の再生と生産性の向上による農家経営の安定を図るため、既設農道の維持管

理や開設事業を推進する。 

 

⑵ 林道 

【現況と問題点】 

本市の林道は、路線数 64路線、総延長 135,375ｍであるが、急峻な山林を開設し

ていることなどから、開設後の橋梁等の老朽化や維持管理に問題を残している。 

  

【その対策】 

林業生産の向上、森林資源の開発、森林の管理などに利用するため、既設林道に

ついてはその舗装及び改良、橋梁等の補修を進め、維持管理を容易にする。また、

開設事業を推進する。 

 

４ 公共交通 

【現況と問題点】 

本市には、伊豆箱根鉄道駿豆線の修善寺駅、牧之郷駅が位置し、上り、下りとも

通勤・通学の時間帯に概ね 15分に１本程度の間隔で運行されており、通勤・通学・

観光の交通手段として利用されている。 

現在、本市において（株）東海バスが路線バスを運行しているが、自家用車の普

及により利用客が年々減少し運行が困難な路線もでてきており、一部路線は自主運

行バス路線として運行している。 

   また、人口減少に伴う高齢化も顕著であり、バス路線の減少を補完する地域協働 

  による持続可能な公共交通の仕組みづくりの検討が必要である。 

 

【その対策】 

バスによる交通手段は公共性が高く、特に子ども、学生や高齢者にとっては生活

をする上で不可欠なものである。市域の地域振興の拠点や学校・施設等をコンパク

トに繋ぎネットワークを形成する公共交通の構築を進め、交通結節点やバス待ち空
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間整備等を行っていく。 

また、自主運行バス路線の利用促進やなくなった路線の補完として、コミュニテ

ィバスや住民相互の支援による足の確保等について検討していく。 

更に、地域住民はもとより観光客の周遊のための移動手段としてバスが選ばれる

コンテンツづくりや、観光地沿線等の路線確保を図っていく。 

 

５ 海上交通ネットワーク、港湾 

【現況と問題点】 

本市は、地方港湾である土肥港があり、海上県道 223 号に認定された清水港と土

肥港を結ぶ航路を駿河湾フェリーが運航している。近年、駿河湾フェリー事業は、

伊豆縦貫自動車道の延伸等の影響により利用者が減少し、大変厳しい経営環境に置

かれているが、地域に大きな経済効果をもたらす重要な社会資本であることや世界

に誇る海からの絶景を楽しむことのできる公共空間としての役割も担っていること

から、安定的な収入確保と経費縮減による経営の効率化を図るとともに、関係自治

体や地域、団体等が連携し経営を支えていくことが求められている。 

また、土肥港は物流機能と漁港機能、観光機能が競合、混在していることから、

港湾施設の多面的活用による海洋レクリエーションの拠点化や緊急物資等の輸送の

基地として、それぞれの整備が必要である。 

 

【その対策】 

土肥港の多面的な活用を推進し、海上交通の拠点や海の玄関口とするため、港湾

管理者と連携し適切な維持管理を行うとともに、自然の美しさを保全しつつ、利便

性や回遊性の向上に向けた整備や周辺観光施設等との連携により賑わいの創出を

図る。また、関係自治体や団体等と連携し、駿河湾フェリーの利用促進策の強化や

利便性の向上、経営の安定化を図り、観光交流の促進と地域産業の振興に努める。 
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６ 計 画 

事業計画（令和８～12年度） 

 

７ 公共施設等総合管理計画との整合 

・関連施設（道路、農道、林道、橋りょう、河川等） 

過疎地域持続的発展計画に掲載の各事業を実施するにあたっては、公共施設等総

合管理計画との整合性を図り、適切に実施する。 

 

 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備 考 

４ 交通施設の

整備、交通手

段の確保 

(1)市町村道 
市道改良事業 伊豆市 

 

市道維持管理事業 伊豆市 
 

市道舗装補修事業 伊豆市 
 

橋梁改修事業 伊豆市 
 

道路防護柵補修事

業 
伊豆市 

 

(2)農 道 
農道維持管理事業 伊豆市 

 

農道開設事業 伊豆市 
 

中山間総合整備事

業（みらい伊豆地

区） 

静岡県・

伊豆市 

 

(3)林 道 
林道維持管理事業 伊豆市 

 

林道開設事業 伊豆市 
 

林道土肥中央線改

良、法面改良、舗

装改良事業 

伊豆市 

 

(10)その他 

 

港湾整備県営事業

負担金 
静岡県 

 

公共交通ネットワ

ーク整備事業 
伊豆市 

 

主要地方道伊東修

善寺線及び修善寺

駅周辺道路改良事

業、一般県道修善

寺天城湯ケ島線道

路改良 

静岡県・

伊豆市 
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Ⅵ 生活環境の整備 

１ 上水道、下水処理施設の整備等 

⑴ 上水道 

【現況と問題点】 

上水道は、現在計画給水人口 27,400 人、計画 1 日最大給水量 26,000 ㎥の規模と

なっている。 

簡易水道と統合済みだが、給水人口の減少に伴い給水収益が落ち込み、施設が老

朽化しているため、計画的な整備、更新及び抜本的な見直しが必要である。 

 

【その対策】 

漏水防止と有収率を向上させるため、計画的な漏水調査及び老朽化した配水管の

布設替えを計画的に行う。施設の整備、更新については現状の問題点を詳しく精査

し最善な改良を行う。 

 

⑵ 下水処理施設 

【現況と問題点】 

下水道事業は昭和 60年に供用が開始され、４処理区において普及率 56.5％、水洗

化率 82.2％、汚水処理量は 4,207,282㎥/年となっており、農集排事業は平成元年に

供用が開始され、５処理区において、普及率 7.9％、水洗化率 97.3％、汚水処理量

は 329,372㎥/年となっている。 

未整備エリアの残存による生活排水対策や、供用開始から相当年数が経過してい

ることによる老朽化対策が課題となっている。また、地震、津波等災害発生も懸念

され、防災安全対策も必要である。 

 

【その対策】 

人口減少を踏まえ農業集落排水の再編、下水道計画の見直しを行い、合併浄化槽 

 整備と連携し、生活排水対策を継続していく。 

 老朽化対策、防災安全対策は、ストックマネジメント計画等を策定し、計画的に 

改築更新、補強を実施していく。 

 

２ ごみ処理施設 

【現況と問題点】 

伊豆市清掃センターは施設の老朽化が進んだため、令和４年度に伊豆市と伊豆の

国市が共同で、新ごみ処理施設「クリーンセンターいず」を整備した。また、土肥

地区と沼津市戸田地区のごみを共同処理している土肥戸田衛生センターも同様に施

設の老朽化が進んでいるため、解体を進めている。 

不燃・粗大・資源化施設は、伊豆市清掃センターリサイクル施設の老朽化が進ん

だため、令和６年度に新たなリサイクルセンターを整備した。また、焼却灰の埋立

処理量が上限に近づいているため、最終処分場整備が課題となっている。 

 

【その対策】 

ア 可燃ごみ 

「クリーンセンターいず」で土肥地区の可燃ごみも処理しているため、土肥戸
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田衛生センターは稼働を停止し、解体を進める。 

 

イ 不燃ごみ 

リサイクルセンターの適切な管理、運営を行う。 

ウ 最終処分場 

市内全域及び広域圏域まで考慮し、焼却灰、不燃の非資源物の最終処分場の 

整備検討を行う。 

 

３ 消防・防災 

【現況と問題点】 

現在、本市の消防体制は常備・非常備の組織で構成されている。常備消防について

は、駿東伊豆地区広域消防組合となり体制が整えられているが、非常備消防である

消防団について、消防団員は年々減少し、現状の組織形態を維持していくための方

法を検討する必要がある。 

また、平成 25 年 6 月に公表された「静岡県第 4 次地震被害想定」により、予想

される南海トラフ巨大地震に備え津波対策として県及び市事業による防潮堤の整

備を推進するとともに、津波浸水区域内の避難場所又は自主防災組織の活動拠点の

整備が必要である。 

平成 29年に『伊豆市“海と共に生きる”観光防災まちづくり推進計画』を策定 

し、津波防災地域づくり法に基づく『海のまち安全創出エリア（津波災害特別警戒 

区域）』を指定し、観光防災まちづくりの拠点的な施設である松原公園においては、 

観光交流機能も備えた全国初の津波避難複合施設「テラッセ・オレンジ・トイ」を 

令和６年度に整備した。 

市域の大部分が山林であるとともに、狩野川や駿河湾に向かって幾筋もの河川が 

流入しており、その自然的・地形的条件などから、道路が狭い地域では、災害時に 

おいて建物の倒壊による避難路の寸断や延焼火災などの危険性が懸念されている。 

自然災害への備えを充実し、広域的な防災拠点として防災機能を備えたひなた公園 

の整備とともに災害対策の拠点となる危機管理センターを整備し、防災倉庫の配置 

など安全・安心なまちづくりを推進している。 

また、土砂災害の危険箇所が数多く存在しているため、避難所及び避難所までの 

経路の安全性の確保が必要である。令和２年に『伊豆市国土強靭化地域計画』を策 

定し、市全域の防災拠点配置とネットワーク構想を位置付けている。 

急傾斜地崩壊危険区域については、県事業による対策事業がなされ、土肥地区に

おいて、人家の背後地を津波避難場所として利用できるように階段が整備された。 

その他、地震による倒壊防止と避難所としての機能の確保を図るため、公共施設 

の耐震化を計画的に進めるとともに、防災拠点・避難所としての機能を高める必要 

がある。 

地震、津波により大規模災害が想定される地域においては、災害後の復旧・復興 

事業における土地境界確認に莫大な時間と労力を要することが予想されるため、津 

波浸水想定区域において優先的に地籍調査を進めた。 

 更に、小下田漁港及び八木沢漁港の海岸保全施設は、高潮、波浪等の海岸災害か

ら背後の人命や財産を守る役割を担っている。今後、経年劣化に伴う老朽化が進行

していくことから、海岸の防護に支障が及ばないよう将来を見据えた機能維持・機
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能向上が課題となる。 

 

【その対策】 

ア 地震・津波対策の推進 

   静岡県第４次地震被害想定によると、土肥地区の平地のほとんどは津波浸水

区域であり、巨大な地震・津波による甚大な人的・物的被害が発生すると想定

されており、市民のみならず、来訪者も含めた津波防災地域づくり・まちづく

りのための施策を計画的、総合的に推進する必要がある。本地域の特性を踏ま

えたハード・ソフトの施策を柔軟に組み合わせた地震防災・減災対策を推進す

る。 

土肥地区においては、市民、事業者等の協力による津波避難ビルの指定など 

により、津波避難施設の確保を推進する。 

また、緊急輸送路及び幹線避難路となる幹線道路の整備とネットワーク化を 

図る防災拠点や一時避難場所等への避難ルートとしての道路や避難路ネットワ 

ークを形成するための避難路の整備を図るとともに、防災行政無線のデジタル 

化等、迅速かつ正確な情報受伝達体制の整備を進め、コミュニティＦＭ放送局 

等を活用した防災情報の提供を行う。 

更に、被災後の復興の取組を迅速に進められるよう、復興事前準備を着実に 

進めるほか、防災・減災対策を図るため木造住宅等の耐震診断及び耐震化や除 

却、部分補強、耐震シェルター・防災ベッド等の減災化、転倒や倒壊の恐れの 

あるブロック塀の撤去・改修等を促進する。 

 また、小下田漁港及び八木沢漁港の海岸保全施設については、海岸保全施設 

長寿命化計画をもとに、施設の位置、背後地や利用者の安全等を勘案し効率的 

な点検・修繕を進めていく。 

 

イ 消防体制の整備・強化 

     常備消防は、駿東伊豆地区広域消防組合となり体制が整えられているが、非 

常備消防については、加速する団員の減少対策を推進し、団の確保及び車両・ 

詰所等の統廃合などによる分団編成による組織体制の見直しも含め、自主防災 

会組織と連携した体制強化を推進する。 

     修善寺、中伊豆、湯ヶ島地区は災害時において広域的な支援を受けやすいが、 

土肥地区にあたっては国道 136号、県道沼津土肥線の寸断による孤立状態も考

えられることから、災害時ヘリポート、駿東伊豆消防土肥出張所、伊豆中央警

察署土肥交番、消防団、自主防災組織との密なる連携が必要である。 

 

ウ 急傾斜崩壊対策事業に関連し避難対策の実施 

土砂災害の恐れがある箇所については、防災マップ等により周知するととも 

に、発生が危惧されている巨大地震などの大規模災害や市民の命と財産を脅か 

   す自然災害に対して、砂防事業等、急傾斜地崩壊対策事業や治山事業など総合 

的な防災・減災対策を推進する。 

       

エ 治水対策の実施 

近年の記録的大雨の頻発とそれによる災害の激甚化に対し、河川管理者によ
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る河川改修や排水施設等の整備だけでなく、周辺地域における雨水流出抑制対

策や浸水被害軽減対策と合わせた総合的な流域治水対策を推進する。 

 

４ 計 画 

事業計画（令和８～12年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備 考 

５ 生活環境の 

整備 

(1)水道施設 管布設替事業 伊豆市  

(2)下水処理施設 

 
未普及対策事業 伊豆市  

防災・安全対策事業 伊豆市  

ストックマネジメント

（改築）対策事業 
伊豆市 

 

合併浄化槽整備事業 伊豆市  

(3)廃棄物処理施

設 

土肥戸田衛生センター解

体事業 
沼津市・

伊豆市 
 

(5)消防施設 

 

八木沢・小下田漁港海岸

津波対策事業 
伊豆市 

 

土肥港津波対策県営事業

負担金 
静岡県 

 

津波防災拠点整備事業 伊豆市  

高台避難施設整備事業 伊豆市  

避難路整備事業 伊豆市  

(8)その他 

 

土肥港湾改修県営事業負

担金 
静岡県 

 

土肥港改修事業 伊豆市  

治山事業 伊豆市  

県営治山事業 静岡県  

中山間総合整備事業（み

らい伊豆地区） 

静岡

県・伊豆

市 
 

県単農業農村整備事業 静岡県  

県営急傾斜地崩壊対策事

業負担金 
静岡県  

急傾斜地崩壊対策事業 伊豆市  
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５ 公共施設等総合管理計画との整合 

 ・関連施設（行政系施設：消防団詰所、防災倉庫等） 

      （上水道、下水道、農業集落排水、農業用灌漑用水等） 

      （供給処理施設：クリーンセンターいず、汚泥再生処理センター、リサイ

クルセンター等） 

過疎地域持続的発展計画に掲載の各事業を実施するにあたっては、公共施設等総

合管理計画との整合性を図り、適切に実施する。 

 

 

Ⅶ 子育て環境の確保、高齢者等の保健、福祉の向上及び増進 

１ 子育て環境の確保 

【現況と問題点】 

多様な働き方に対応した保育のニーズの高まり等をふまえ、修善寺東こども園が令

和２年度に新築整備を完了したことで、保育の受け皿を確保し、保育士の人材を充実

することにより働きながら子育てしやすい環境づくりを進めている。 

また、各地区に公園等があるが、気軽に行きにくい場所に立地している公園もあり、

日常使いのできる身近な公園の整備が求められていることから、令和６年度に狩野川

記念公園の遊具をリニューアルした。また、災害時には防災拠点として、平常時は市

民の憩いの場としても活用可能なひなた公園を整備し、令和８年度の供用開始に向け

て準備を進めている。 

 その他にも、多様な働き方に対応した子育て環境の確保などが必要である。 

 

【その対策】 

放課後児童クラブ、バス待ち児童待合場所、適応指導教室を備えた複合施設の整

備等、放課後及び学校休業中における子どもの居場所の充実を図ることで、多様な

働き方に対応した子育て環境の確保を推進する。 

安心・安全な通学環境の整備、ひなた公園の供用開始に向けた準備を推進する。 

 

２ 高齢者の保健、福祉の向上及び増進を図るための対策 

【現況と問題点】 

過疎化・高齢化が進んでおり、一人暮らし及び高齢者世帯が増加し、買い物や通

院介助など近隣でお互いに助け合うことが困難となっている。 

また、寝たきり、引きこもり、認知症などで見守りや介護が必要な高齢者が増え、

身の回りのことができず、安心して日常生活を過ごすことができない状態となって

いる。このため、住み慣れた地域で生活できるシステムづくりとして、早急に地域

包括ケアシステムの深化・充実が必要である。 

人口減少が進み、令和７年４月１日時点の高齢化率は 43.16％となり、毎年約

0.4％上昇している状況である。公的サービスだけに頼らず、地域で支え合う体制

づくりを早急に進めていく必要がある。 

土肥地区においては、地域包括支援センターや社会福祉法人の後方支援で令和 2 

年度から NPO法人が設立され、高齢者の生活支援活動が始まっている。 

 

【その対策】 
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地域包括支援センターを中心に、地区の特性を活かした地域包括ケアシステムの

深化・充実を図る。具体的には、生活支援事業や高齢者の居場所づくり、医療、保

健、介護などの多職種の顔の見える関係づくり及び認知症早期相談事業を実施する。 

人材不足を補い、要支援者等を地域で支え合う体制づくりを進めるために、地 

域の課題を地域住民や地域づくり協議会等との連携で様々な活動に広げていき、圏 

域に生活支援コーディネーター等を設置し、住民主体の活動（居場所、生活支援、 

移動支援）を推進し、高齢者の居場所づくりや買い物弱者対策の推進を図る。 

 

３ 児童福祉対策 

【現況と問題点】 

本市の園児数は年々減少傾向にあり、令和７年４月現在、市内の認定こども園及

び保育園に 460 人が入園している。夫婦共働きが当たり前の時代になり、乳児の入

園希望が増加傾向にあることから、多様な働き方のニーズに対応した保育サービス

の充実が求められている。 

 

【その対策】 

「子どもたちが安心して成長でき、親子が楽しんで子育てできるまち」の取組を

推進する。 

 

４ 心身障害者福祉対策 

【現況と問題点】 

就労を希望する障がいのある人に対し、就労移行支援、就労継続支援（A型・B型）

等を実施し、利用者数が増加している。送迎のない事業所への移動は、公共交通機

関の利用となり、運行状況や費用面の負担が大きい。障がい者雇用の開拓が必要で

ある。 

共同生活援助（グループホーム）の利用者数は令和６年度末で 53人と年々増加傾

向にある。障がい者施設への入所待機数は令和６年度末１名である。 

今後、親なき後の準備として、障がい者入所施設等への短期入所体験や共同生活

援助（グループホーム）利用のニーズが高まることが見込まれる。 

 

【その対策】 

障がいのある人の地域生活を支援する拠点等を確保しつつ、その機能充実のため、 

 運用状況を検証、検討する。共同生活援助の整備の必要性は更に高まっていく。ま

た、整備促進に向けて NPO法人や事業所等との連携を強化する。 
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５ 計 画 

事業計画（令和８～12年度） 

 

６ 公共施設等総合管理計画との整合 

 ・関連施設（子育て支援施設、こども園、幼児・児童施設等） 

      （保健・福祉施設、高齢者福祉施設、保健施設等） 

過疎地域持続的発展計画に掲載の各事業を実施するにあたっては、公共施設等総

合管理計画との整合性を図り、適切に実施する。 

 

 

Ⅷ 医療の確保 

１ 地域医療の対策 

【現況と問題点】 

 令和６年度末の市内の医療機関は公的病院を含めた５病院と９診療所となってい

る。合併当時 19施設あった診療所は、11施設が廃止され、1施設が開設された。診

療所の医師の高齢化は顕著で、診療所の減少が危惧される状況において、身近な場

所で受けられる診療機能の確保が必要となってくる。また、救急医療体制について

も、現状の体制を維持しつつ充実を図る。 

 

【その対策】 

ア 地域医療検討会の立ち上げ 

    かかりつけ医の普及や訪問診療、訪問看護等の取組み状況について現状確認と

今後の地域医療の在り方について検討していく。 

 

  イ 救急医療体制の充実 

    ２次救急医療機関となる伊豆赤十字病院と救急告示病院の中伊豆温泉病院、伊

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備 考 

６ 子育て環境 

の確保、高齢

者等の保険及

び福祉の向上

の推進 

(1)児童福祉施設 

 こども園 こども園運営事業 伊豆市 

 

(8)過疎地域持続

的発展特別事業 
地域包括ケアシス

テムの構築事業 
伊豆市 

 

(9)その他 
在宅医療推進事業 伊豆市 

 

地域福祉推進事業 伊豆市 
 

重層的支援体制事

業 
伊豆市 

 

地域生活支援拠点

等事業 
伊豆市 

 

放課後の居場所創

出事業 
伊豆市 
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豆慶友病院を中心に、田方医師会の支援の下、市内救急医療体制の充実に向け連

携を図る。 

２ 地域包括ケアシステムの推進 

【現況と問題点】 

   高齢化が進む中、在宅医療と介護が円滑に一体的に提供されるためのしくみと、 

  そのしくみを動かすための体制整備が求められている。 

 

【その対策】 

  ア 在宅医療・介護連携推進事業 

    在宅医療、介護の課題を抽出し、重症化防止、介護予防、適切な介護、在宅で

の看取りの一貫した体制整備を推進する。 

 

イ 医療・介護従事者の確保 

    医師派遣について県や関係機関に働き掛けるとともに、介護従事者の確保につ

いても関係機関と連携していく。 

 

３ 計 画 

事業計画（令和８～12年度） 

 

４ 公共施設等総合管理計画との整合 

 ・関連施設（保健施設：修善寺保健福祉センター等） 

      （その他施設：土肥高齢者能力活用センター、土肥診療所） 

過疎地域持続的発展計画に掲載の各事業を実施するにあたっては、公共施設等総

合管理計画との整合性を図り、適切に実施する。 

 

 

Ⅸ 教育の振興 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備 考 

７ 医療の確保 (4)その他 
定期予防接種事業 伊豆市 

 

妊婦健診・幼児健

診事業 
伊豆市 

 

出産準備金事業 伊豆市 
 

高齢者予防接種事

業 
伊豆市 

 

予防接種事業（帯

状疱疹） 
伊豆市 

 

歯科教室事業 伊豆市 
 

地域医療体制確保

事業 
伊豆市 
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１ 教育施設の整備等 

【現況と問題点】 

令和７年度に修善寺・天城・中伊豆地区の中学校再編により伊豆中学校が開校し

たが、急激な少子化による児童・生徒数の減少により、小学校・義務教育学校では、

文部科学省が推奨する適正規模を大きく下回っており、複数学級あった学校でも単

学級の学年が年を追うごとに増加している。更に、各学年単学級の小学校でも児童

数が減少し小規模化が加速しているおり、クラス替えができず人間関係の固定化等

が懸念されるなど、小規模化のデメリットが目立ち始めている。 

再編がされていない修善寺地区の小学校においても生徒の減少、小規模化が進ん

でおり、より良い教育環境を確保するため、修善寺地区の小学校再編の方向性につ

いて検討を進めている。 

ICT機器やオンラインを活用した教育 DXや、外国語指導助手が授業支援や交流活

動を行う ALT事業、XR技術を活かした防災教育など、多岐にわたる伊豆市ならでは

の教育事業を展開している。 

学校給食センターは、建設から長期間が経過し、施設の老朽化が進行している。

これにより、衛生管理や調理効率の面で課題が生じており、質の高い給食を安定的

に提供するためには、老朽化対策を講じた改修や更新が必要となっている。 

 

【その対策】  

今後の児童数の推移等を踏まえ、修善寺地区の小学校再編の方向性について検討を

進める。 

また、ふるさとの魅力を学ぶ機会の創出（伊豆っ子宣言の活用）による総合的な 

学習の充実、ふるさと学級の促進を図る。 

教育環境整備については、市内小・中・義務教育学校に導入した１人１台のタブ

レット端末等の活用により、多様な子ども達の能力・資質を育成できる教育 ICT環

境をはじめとした「確かな生きる力の醸成」を推進する。 

学校給食センターについては、老朽化対策として改修や更新を図る。 

 

２ 図書館その他の社会教育施設の整備等 

【現況と問題点】 

本市の図書館は、コロナ禍により来場者が激減し、令和５年には増加に転じたが、

その後は減少傾向にある。 

これは人口の減少に加え、趣味や休日の過ごし方の多様化のほか、インターネッ

トやスマートフォン、タブレット等による電子書籍や動画配信などの普及が大きな

要因と思われるため、健診時の読み聞かせ等、小さい頃から本に親しむ施策を進め

ており、貸出冊数と貸出人数は増加している。 

図書館以外の社会教育施設として、狩野ドーム、丸山スポーツ公園、狩野川記念

公園等が挙げられるが、施設の老朽化が顕著で、維持管理費の増加が懸念される。 

 

【その対策】  

本の貸し出しだけではない、様々な講座やイベントの開催など、図書館の新たな

魅力の発信も必要となってくる。また、乳幼児からシニア世代まで、生涯にわたっ

て図書館を利用してもらえるような「生涯学習に寄与する図書館」としての事業展
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開を図る。 

その他の社会教育施設についても、生涯にわたり自分の興味や体力に応じた多様

なスポーツや学びを選び、親しむことで、市民が真に「健康」な暮らしを実現する

ため、生涯学習・スポーツの環境整備及び既存施設の計画的な維持管理を進める。 

 

３ 計 画 

事業計画（令和８～12年度） 

 

４ 公共施設等総合管理計画との整合 

 ・関連施設（社会教育系施設：図書館、資料館等） 

（スポーツ・レクリエーション系施設等） 

（学校教育系施設） 

過疎地域持続的発展計画に掲載の各事業を実施するにあたっては、公共施設等総

合管理計画との整合性を図り、適切に実施する。 

 

 

Ⅹ 集落の整備 

１ 現況と問題点 

市域の大部分が山林であり、高低差が大きくなっていること、また農地が介在する

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備 考 

８ 教育の振興 (1)学校教育関連施

設 

 校舎 

中伊豆小学校整備

事業 
伊豆市  

小学校再編整備事

業 
伊豆市  

(3)集会施設、体育施 

設等 

図書館 

図書館利用促進事

業 
伊豆市 

 

集会施設整備事業 伊豆市 
 

社会体育施設改修

事業 
伊豆市 

 

(4)過疎地域持続的

発展特別事業 通学費補助事業 伊豆市 
 

(5)その他 通学路交通安全対

策事業 
伊豆市 

 

GIGA スクール推進

事業 
伊豆市 

 

給食施設老朽化対

策事業 
伊豆市 
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集落地が散在しており、人口の減少や若者の流出、一人暮らし老人世帯や高齢者世帯

の増加により、生活の基礎的機能である相互扶助機能の低下がみられ、集落の維持が

困難になってきている地域がある。 

そこで、平成 26 年度から小学校区単位で、地域課題を地域住民で解決していく地

域づくり協議会を組織し、地域の持続的発展のため、市と連携して取組を進めている。

今後は、自治会と地域づくり協議会との関わり、双方のあり方などを検討し、地域住

民が暮らしやすい体制の構築が必要である。 

 

２ その対策 

ア 地域づくり協議会 

地域住民のコミュニティの場の確保や居住環境の向上を図るため、地域づくり協議 

会の活動等、地域住民自らが主体的に取り組み、地域の課題を地域住民で解決しなが

ら地域の一体感を構築し、活性化につながる事業への支援、自治会組織との連携につ

いて検討を進め、集落ネットワークの形成を促進する。 

 

イ 「拠点・中心地」の交流促進 

修善寺駅、市役所周辺を「都市生活交流拠点」、市役所の各支所等を中心とした集

落地を「地域交流中心地」として、地方の暮らしに関心がある子育て世帯等に向けた

優先的な居住環境の創出や空き家の活用を推進し、移住者を居住誘引することで、多

世代交流を促進し、地域の賑わいを創出する。さらに、中心市街地と地域振興拠点を

結ぶ交通ネットワークを強化するとともに、地域振興拠点に交通結節点機能を整備す

ることにより、市民の利便性を向上させる。 

  また、「居住誘導区域」等において、移住・定住に資する基盤と宅地整備を推進する。 

 その他にも立地適正化計画に基づいて、居住機能や医療・福祉・商業、公共交通等

のさまざまな都市機能の誘導によるコンパクトなまちづくりと地域交通の再編との

連携による『ネットワーク型コンパクトタウン』のまちづくりを進めるとともに、災

害リスクの高い地域においては、防災上の諸計画と整合を図りながら、計画的かつ着

実に必要な防災・減災対策に取り組む。 
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３ 計 画 

事業計画（令和８～12年度） 

 

４ 公共施設等総合管理計画との整合 

  過疎地域持続的発展計画に掲載の各事業を実施するにあたっては、公共施設等総合

管理計画との整合性を図り、適切に実施する。 

 

 

Ⅺ 地域文化の振興等 

１ 地域文化の振興等 

【現況と問題点】 

 物の豊かさから心の豊かさへと価値観が変化する中で、本市の歴史や文化に対す

る興味や関心が高まってきている。また、芸術活動や文化活動に親しむ志向が高ま

るとともに、芸術鑑賞機会の拡大や芸術・文化活動への参加等、要望も多様化して

きており、地域伝統芸能活動への支援が課題として挙げられる。 

 

【その対策】 

ア 芸術文化活動の促進、郷土及び文化遺産の愛護 

豊かな心を育てるため、芸術文化活動を促進するとともに郷土の文化遺産を

愛護し、さらには香り高い文化の創造、発展に努め、魅力に満ちた地域にする。  

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備 考 

９ 集落の整備 (2)過疎地域持続

的発展特別事業 
空き家等情報提供

事業 
伊豆市 

 

空き家対策事業 伊豆市 

 

新たな地域づくり

支援事業 
伊豆市 

 

旧土肥小学校活用

事業 
伊豆市 

 

(3)その他 
集落景観保全事業 伊豆市 

 

地域コミュニティ

支援事業 
伊豆市 

 

防犯灯設置事業 伊豆市 

 

拠点・中心地交流

促進事業 
伊豆市 
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イ 歴史・文化の保存と継承 

歴史的資源の保存と活用に努め、伝統的な祭りや地域固有の芸術文化活動を

積極的に振興し、郷土愛の意識を啓発する。 

 

２ 地域文化の振興等に係る設備の整備等 

【現況と問題点】 

市民の価値観や生活様式の多様化に伴い、芸術文化活動等に対する意欲や関心が

高まっている。反面、過疎化の進行で、伝統行事や伝統芸能の担い手不足が深刻で、

次世代への継承が課題となっている。 

 

【その対策】 

貴重な伝統文化を次世代へ継承するため、伝承・保存活動を支援するとともに、

市民への公開、啓発活動を行いながら、伝統文化に対する市民の理解と協力を促す。 

また、観光との連携を図りながら、新しい地域文化の創出を推進する。 

 

３ 計 画 

事業計画（令和８～12年度） 

 

４ 公共施設等総合管理計画との整合   

  過疎地域持続的発展計画に掲載の各事業を実施するにあたっては、公共施設等総合

管理計画との整合性を図り、適切に実施する。 

 

 

Ⅻ 再生可能エネルギーの利用の推進 

１ 現況と問題点 

風力発電施設整備については、過去に検討されているが景観や環境への懸念等か

ら実施されていない。また、民間主体による水力発電施設整備の動きはあるが実現

されていない状況である。今後、地球温暖化対策に加え災害時の電源としての活用

が期待される。 

 

２ その対策 

  景観や環境への影響が極めて少ない小水力発電設備の公共施設等への設置を検討

する。また、住宅に設置した太陽光パネルの蓄電池設備の整備を検討する。 

 

 

 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備 考 

10 地域文化の

振興 

地域文化振興施設 
地域文化振興施設

整備事業 
伊豆市 
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３ 計 画 

事業計画（令和８～12年度） 

 

 

ⅩⅢ その他地域の持続的発展に関し必要な事項 

１ 将来にわたる安定的な財政運営の堅持、公共施設の適正化 

【現況と問題点】 

  住民が将来にわたり安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図るため

にも、様々なソフト事業を実施していく必要があり、市民サービスの向上や将来的に

も安定した事業の実施を可能にするため、安定した歳入の確保及び徹底した歳出の抑

制が必要である。 

 

【その対策】 

ア 安定した歳入の確保 

収納対策の強化やふるさと納税等による財源の確保を推進するとともに、市税収 

入の減少が懸念される中、観光施策を継続的に実施し、地域社会・経済の好循環

を生み出していくことを目的とした財源の確保手法となる、「（仮称）観光税」の

導入を検討する。 

また、住民が将来にわたり安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を

図るためのソフト分事業（過疎地域持続的発展特別事業）の実施に要する経費の

財源とするため、伊豆市過疎地域持続的発展基金を積み立てる。基金は必要に応

じて取り崩し、過疎地域持続的発展特別事業の事業費に充てることとし、この計

画の期間が終了した後においても、過疎地域持続的発展特別事業の事業費に充て

ることができるものとする。 

 

イ 徹底した歳出の抑制   

未利用公共施設等の解体、改修、売却、賃借の促進、借地の解消、小中学校再編 

に伴う学校の跡地活用、市営観光施設、公共施設の包括的なアウトソーシング化等、 

事務事業を見直し、歳出の抑制を推進する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備 考 

11 再生可能エ

ネルギーの利

用の推進 

(1)再生可能エネ

ルギー利用施設 
家庭用蓄電池設備

整備事業 
伊豆市 
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２ 計 画 

事業計画（令和８～12年度） 

 

３ 公共施設等総合管理計画との整合 

 ・関連施設（その他） 

過疎地域持続的発展計画に掲載の各事業を実施するにあたっては、公共施設等総

合管理計画との整合性を図り、適切に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備 考 

12 その他地域

の持続的発展

に関し必要な

事項 

 
未利用公共施設等

の解体、活用事業 
伊豆市 

 

 
過疎地域持続的発

展基金積立 
伊豆市 
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事業計画（令和８～12年度） 過疎地域持続的発展特別事業分 

上記事業は、将来に渡って過疎地域の持続的発展に向けた効果が期待できる。 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

１ 移住・

定住・地

域間交流

の促進、

人材育成 

(4)過疎地域 

 持続的発展 

 特別事業 

いずぐらし促進事業 

 市内に住宅を取得、持ち家のリフォームを行う

若者夫婦世帯及び子育て世帯に対し補助金を交

付することで、市内への移住、定住を推進 

伊豆市 

 

６ 子育て

環境の確

保、高齢

者等の保

険及び福

祉の向上

の推進 

(8)過疎地域 

 持続的発展 

 特別事業 

地域包括ケアシステムの構築事業 

  住み慣れた地域で安心して生活するための医

療、保健、介護、福祉のネットワークを構築 

伊豆市 

 

８ 教育の

振興 

(4)過疎地域 

 持続的発展 

 特別事業 

通学費補助事業 

 保護者の負担軽減と通学時の交通事故防止を

図ることを目的に、児童及び生徒に通学補助金を

支給 

また、路線バスの利用促進、生活圏の拡大、社

会参加の促進及び福祉の増進、通学の利便性の向

上を図るため、中学校及び小中一貫校の生徒に市

内バス利用フリーパスを配布 

伊豆市 

 

９ 集落の

整備 

(2)過疎地域 

 持続的発展 

 特別事業 

空き家等情報提供事業 

  市内に点在する空き家を活用し移住定住者の

増加を図るため、市内不動産会社と連携し空き

家物件を模索 

伊豆市 

 

空き家対策事業 

  空き家の撤去や有効活用を促進するための事

業を推進 
伊豆市 

 

新たな地域づくり支援事業 

  地域の課題を地域住民で解決するため、また、

地域コミュニティの再生のために財政的・人的支

援 

伊豆市 

 

12 その他

地域の持

続的発展

に関し必

要な事項 

 未利用公共施設等の解体、活用事業 

公共施設等総合管理計画に基づいた解体、改

修、売却等により未利用公共施設等の活用を推進 
伊豆市 

 

過疎地域持続的発展基金積立 

  過疎対策事業を将来にわたって継続して実施

するため、地域持続的発展特別事業に要する経費

の財源としての基金の積立 

伊豆市 

 



 


